
　　　　　響　　騨

　　　　杉並区土地開発公社φ運営に関する協定書

　東京都杉並区（以下r甲」という。）と杉並区土地開発公社（以下r乙」という。）

韓・乙あ業務運営の円滑な推進を図るため次の条項により協定を締結する。

　　（馳等の鵬依頼）．、

簗1条　甲はS毎年度、甲が必要とする翌年度分の用地及び代替地（以下ビ用地等」と

　いう。）の取得について当該年度の開姶箭までに、杉並区用地取得計画（以下r取得

　計画」という。）を添付し、乙に依頼すおものとする。ただし、昭和63年度分の用

　地等の取得については、公社成立の日から3日以内に取得依頼をするものとする。

2　甲は、前項の曲与計画を年度途中で変更したときは、・速やかに変更計画を乙に提出

　するものとする。

　（調整）

第2条　乙は、・甲からの取得依頼に基づく用地等の取得、処分に当澄つては、甲と協議

駄甲の意向鍬分反映さ泌齢努める鰯とする・

　（債務藻証等）

第3条甲は、乙淵地等を取得す壁瞭協調融資金融機蹴以下r金畿関」とい

う・）参ら借り入れる事業資金について・金寵翻嚇て麟保証をするものとす

　る。

2　事業資金の借り入れ又は償還等については、別途甲、乙及び金融機関で協定を締結

　するものとする。

　（取得、処分）

第4条　乙は、用地等を取得、処分するときは、乙の定款及び業務方法書その他関係規

　程に準拠して行うものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　随

　　（審議会への諮間）

第5条　甲は、乙から用地等の取得価格及び処分価格について東京都杉並区財産価格審

　議会への諮問依頼がおつたときは、速やかに諮問手続を行うものとする。

　　（甲の買取り）

第6条　甲は、乙が申の取得依頼に基づき取得し浸用地等にっいては、可及的速やかに

　に乙と当該界地等の売買契約を締結するものとする。

　　（通知）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　晃

第7条　乙は、用地等を取得、処分したときは、速やかに巫要事項を甲に通知するもの・

　とする。

関し撚事瓢甲雛定める。』『　ノ　　．・貿
　‘（貸付金）

第9条甲は、．乙が用地等を取得するために金融機関から借り入れた資金の償還に要す

　る経賛を貸し付けるものとし、これに関レ必要な事項は、甲が別に定める。

　（助成措置）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く
　するΦ

　（協議）

第12条　この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈について桑義を生じ滝事項に

　ついては、甲乙協議のうえ定めるものどする。
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